
企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクト
に対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。

企業版ふるさと
納税とは？

秋田県湯沢市は、秋田県南東部に位置しています。「湯沢」の名のとおり、豊富な温泉群が点在

する“いで湯の宝庫”であり、日本三大うどんとして有名な稲庭うどん、800年の歴史をもつ川

連漆器、老舗の酒蔵の清酒などの特産品も数多くあります。

また、小安峡大噴湯や川原毛大湯滝などの観光資源に恵まれているほか、地熱発電所が２基稼働

しており、「地熱のまちゆざわ」のエネルギーを身をもって体験することができます。

湯沢市企業版ふるさと納税

【ご寄附によるメリット】

○法人関係税が最大で約９割軽減されます

○地方創生に取り組む企業としてＰＲできます

○企業のＳＤＧｓ貢献につながります

○１０万円から寄附が可能です

損金算入による軽減効果
国税＋地方税

法人住民税＋法人税 法人事業税 企業負担

小安峡大噴湯

川連漆器 稲庭うどん川原毛地獄

約３割 ４割 ２割 約１割

通常の寄附

企業版ふるさと納税を活用した寄附の軽減効果

寄附金額



寄附を募集している地方創生事業

◆雄勝地域放課後児童クラブ整備事業

◆０～２歳児の保育料無償化事業

令和６年度

現在、雄勝地域には４カ所の放課後児童クラブが整備されています。今後、児童数の

減少に伴い、各児童クラブの利用者数の減少が見込まれることや、施設の老朽化に伴

う安全性の面などから、４カ所の児童クラブを１カ所に移転統合し、新たな児童クラ

ブとして整備します（令和７年４月開所・運営開始予定）。新たに児童クラブを整備

することにより雄勝地域の子ども達の育成環境が改善され、社会性や自主性が育まれ

ることが期待されるほか、効率的な施設運営が可能となります。

新たに０歳から２歳までの第２子以降の保育料を全額無料にします。これにより、子
育て世帯の負担軽減を図ります。

お問い合わせ

湯沢市役所総務部企画課 〒012-8501 秋田県湯沢市佐竹町1-1
TEL 0183-55-8274 FAX 0183-73-2117
Mail ck-shinko-gr@city.yuzawa.lg.jp

【寄附の要件など】

○湯沢市以外に本社のある法人が対象です。

○対象となる寄附は、１回あたり１０万円以上です。

○寄附の代償として、経済的な利益を受け取ることは禁止されています

湯沢市は令和４年11月に「湯沢市まち・ひと・しごと創生推進事業」に係る地域再生計

画について内閣府から認定を受けました。詳細は、以下担当までお問い合わせください。
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